
多
面
的
機
能
支
払
交
付
金
事
業
に
取
り
組
み
ま
せ
ん
か

問 

谷
和
原
庁
舎
産
業
経
済
課  

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
３
１
０
４
）

農　業

　

多
面
的
機
能
支
払
交
付
金
事
業

は
、
農
業
・
農
村
の
有
す
る
多
面
的

機
能
の
維
持
・
発
揮
を
図
る
た
め
の

地
域
の
共
同
活
動
に
係
る
支
援
を
行

い
、
地
域
資
源
の
適
切
な
保
全
管
理

を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
具
体
的
に
は
、
農
業
者
や
地
域
住
民

に
よ
り
設
立
さ
れ
た
活
動
組
織
が
取
り

組
む
、
水
田
や
畑
の
農
地
維
持
と
資
源

向
上
の
た
め
の
草
刈
り
や
水
路
の
泥
上

げ
、
農
道
な
ど
の
施
設
の
軽
微
な
補
修

な
ど
の
活
動
を
支
援
し
ま
す
。

　
現
在
、
市
内
で
は
22
組
織
が
設
立

さ
れ
本
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
詳
し
く
は
産
業
経
済
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

農
地
中
間
管
理
事
業
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

問 

谷
和
原
庁
舎
産
業
経
済
課  

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
３
１
０
３
）

農　業

農
地
の
有
効
利
用
や
効
率
化

を
進
め
て
い
ま
す

　
農
地
中
間
管
理
事
業
と
は
、
茨
城

県
農
林
振
興
公
社
（
機
構
）
が
、
農

地
を
借
り
受
け
て
、
経
営
規
模
の
拡

大
や
農
地
の
集
約
化
を
図
ろ
う
と
す

る
担
い
手
に
貸
し
付
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
農
地
の
有
効
利
用
や
地
域

の
農
地
利
用
の
効
率
化
を
進
め
て
い

く
も
の
で
す
。

　
手
続
き
の
流
れ

●
農
地
を
貸
し
た
い
場
合

（
規
模
縮
小
・
経
営
転
換
・
農
地
相

続
で
お
困
り
の
方
）

①
貸
付
希
望
の
申
出

　
貸
付
希
望
の
方
は
、
産
業
経
済
課

　
窓
口
ま
で
ご
相
談
の
上
「
貸
付
希

　
望
申
出
書
」を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

②
農
地
状
況
の
確
認

　
農
地
の
現
状
・
面
積
・
権
利
関
係
・

　
希
望
賃
借
料
な
ど
に
つ
い
て
の
確

　
認
を
行
い
ま
す
。

③
借
受
手
続

　
借
り
受
け
が
可
能
と
な
っ
た
場
合
、

　
機
構
が
借
り
受
け
る
た
め
の
手
続

　
き
を
行
い
ま
す
。

④
賃
借
権
な
ど
の
設
定

　
機
構
と
中
間
管
理
権
（
借
受
）
が

　
設
定
さ
れ
ま
す
。

●
農
地
を
借
り
た
い
場
合

（
規
模
拡
大
・
新
規
参
入
し
た
い
方
）

①
借
受
希
望
申
込

　
借
受
希
望
の
方
は
、
産
業
経
済
課

　
窓
口
ま
で
ご
相
談
の
上
「
借
受
希

　
望
申
込
書
」を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

②
借
受
希
望
者
の
公
表

　
借
受
希
望
さ
れ
た
方
の
氏
名
・
借

　
受
希
望
内
容
を
、
機
構
の
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
ま
す
。

③
農
地
の
マ
ッ
チ
ン
グ

　
貸
付
期
間
や
賃
料
な
ど
の
諸
条
件

　
に
つ
い
て
調
整
の
上
、
借
受
希
望

　
内
容
に
適
合
す
る
農
地
の
貸
付
に

　
向
け
た
マ
ッ
チ
ン
グ
を
行
い
ま
す
。

④
賃
借
権
な
ど
の
設
定

　
担
い
手
に
賃
借
権
が
設
定
さ
れ

　
ま
す
。

●
借
受
農
地
の
基
準

・
市
街
化
区
域
外
の
農
地

・
再
生
作
業
が
困
難
な
遊
休
農
地
で

　
は
な
い
農
地

・
農
用
地
利
用
の
効
率
化
、
高
度
化

　
の
促
進
に
つ
な
が
る
農
地

※
機
構
の
借
受
期
間
は
原
則
と
し
て

10
年
以
上
と
な
り
ま
す
。

●
農
地
中
間
管
理
事
業
を
利
用
す
る

メ
リ
ッ
ト

　　
機
構
に
農
地
を
10
年
以
上
貸
し
付

け
た
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
な
支
援

に
該
当
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①
地
域
集
積
協
力
金

②
経
営
転
換
協
力
金

※
右
記
の
協
力
金
に
つ
い
て
は
、
農

地
中
間
管
理
事
業
の
お
問
い
合
わ
せ

時
や
手
続
き
の
際
に
詳
し
く
説
明
い

た
し
ま
す
。

【
重
要
：
９
月
１
日
ま
で
の
申
請
が

対
象
で
す
】

　
農
地
中
間
管
理
事
業
の
メ
リ
ッ
ト

措
置
は
、
令
和
２
年
10
月
の
農
業
委

員
会
総
会
で
農
用
地
利
用
集
積
計
画

が
決
定
さ
れ
た
も
の
が
最
終
対
象
に

な
り
ま
す
の
で
、
令
和
２
年
９
月
１

日
㈫
が
申
請
期
限
に
な
り
ま
す
。

農
業
用
暗
渠
排
水
設
置
に
補
助
金
が
あ
り
ま
す

問 

谷
和
原
庁
舎
産
業
経
済
課  

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
３
１
０
４
）

農　業

　
今
年
度
か
ら
、
補
助
対
象
者
の
要

件
お
よ
び
申
請
方
法
な
ど
が
変
更
に

な
り
ま
し
た
の
で
、
申
請
の
際
は
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

▼
要
件
＝
①
～
③
の
要
件
す
べ
て
を

　
満
た
す
方

①
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
農
業
用
暗

　
渠
排
水
を
施
工
し
よ
う
と
す
る
農

　
地
の
所
有
権
ま
た
は
耕
作
権
を
有

　
す
る
こ
と

②
市
内
の
農
地
で
あ
る
こ
と

③
施
工
業
者
な
ど
に
工
事
を
委
託
し
、

　
年
度
内
に
農
業
用
暗
渠
排
水
設
置

　
工
事
を
竣
工
す
る
こ
と

▼
補
助
対
象
経
費
＝
農
業
用
暗
渠
排

　
水
設
置
工
事
に
用
い
た
パ
イ
プ
類

　
お
よ
び
水
こ
う
の
資
材
費
の
み

※
そ
の
ほ
か
の
資
材
購
入
費
や
委
託

費
な
ど
は
補
助
対
象
外

▼
補
助
金
額
＝
次
の
い
ず
れ
か
低
い

　
額
（
上
限
6
万
円
）

①
資
材
費
か
ら
消
費
税
を
除
い
た
額

　
の
２
分
の
１

②
施
工
距
離
（
メ
ー
ト
ル
）
×

　
１
５
０
円

▼
申
請
方
法
＝
申
請
書
類
一
式
は
産

　
業
経
済
課
に
備
え
付
け
て
あ
り
ま

　
す
。
必
要
書
類
を
添
え
て
ご
申
請

　
く
だ
さ
い
。
な
お
、
来
庁
す
る
こ

　
と
が
難
し
い
方
に
は
郵
送
す
る
こ

　
と
も
で
き
ま
す
の
で
、
ご
連
絡
く

　
だ
さ
い
。

※
事
後
の
申
請
は
受
け
付
け
ら
れ
ま

せ
ん
。
必
ず
施
工
前（
資
材
購
入
前
）

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
受
付
＝
９
月
７
日
㈪
か
ら

※
補
助
金
は
予
算
の
範
囲
内
で
の
交

付
と
な
り
ま
す
。
申
請
額
が
予
算
額

に
達
し
た
段
階
で
受
け
付
け
を
終
了

し
ま
す
。
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